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① 平成２９年における管内の休業４日以上の死傷災害は２８４件の発生となっており、前

年同期に比べ１４件（５％）の減少となっている。 

② 死亡災害は、道路貨物運送業において、過重労働が起因した心疾患の発症により１件発

生している。 

③ 主な業種における発生状況としては、製造業では１件の増加であるものの、はさまれ巻

き込まれ災害においては１０件（３１％）の増加となっている。建設業では２件の減少

であるものの、墜落・転落災害において１０件（９０％）の増加となっている。道路貨

物運送業では３０％（１１件）増となっており、トラック荷台からの墜落・転落災害が

引き続き多発傾向にある。小売業で２０％（７件）減及び社会福祉施設で４０％（６件）

の減少となっているものの、それぞれの業種において転倒災害が引き続き多発傾向にあ

る。 

④ 主な業種の全業種に対する発生割合では、製造業が３７％（１０２件）を占め、次いで

建設業で１４％（３９件）及び小売業で１０％（２９件）を占めている。 

⑤ 主な業種毎の発生割合としては、製造業においては食料品製造業が２４％（２４件）を

占めており、建設業においては、建築工事業において５４％（２１件）を占めている。

道路貨物運送業では２９％（１１件）の増加。 

⑥ 事故の型別では、墜落・転落災害６６件（２４％）が最も多く、次いではさまれ巻き込

まれ災害５３件（１９％）及び転倒災害で４９件（１８％）を占めている状況。なお、

転倒災害のうち、６割が５０歳以上の中高年齢者において発生している。 

⑦ 交通労働災害については、全業種で７％（１９件）の発生となり、特に目立っている業

種としては、建設業、新聞販売業及び通信業となっている。 

⑧ 主な業種における事業場規模別の発生割合では、全業種においては労働者数５０人未満

の事業場で７２％を占め、小売業においては労働者数５０人未満の事業場で８０％、建

設業においては労働者数１０人未満の事業場で６２％を占めている。 

⑨ 年齢別では、５０歳以上の中高年齢者の労働災害が全業種の半数を占めており、特に当

年代における発生件数の占める割合が高い業種としては、社会福祉施設で６７％となっ

ている。 

⑩ 分析結果の総括として、平成２９年は前年に比べ１６件の減少となっているものの、１

年間に２件以上の労働災害を発生させた事業場が４３事業場あるほか、このうち、最多

は４件の労働災害を発生させていることから、災害多発事業場に対する集中的な指導が

必要な状況にある。また、労働者数１０人以上５０人未満の事業場が４５％を占めてい

ることから、安全衛生推進者等の選任及び職務の徹底について指導を強化するほか、現

場で指揮・監督する立場にある者に対する職長安全衛生教育の適切な実施若しくは再教

育について、併せて指導を強化する必要がある。建設業においては、墜落災害が増加傾

向にあることから、作業床の端、開口部若しくはスレートの踏抜き等に対する墜落防止

措置の徹底のほか、フルハーネス型安全帯の使用を積極的に促進する。転倒災害防止に

ついては、業種を問わず引き続き「STOP!転倒災害防止プロジェクト茨城」の推進を強

化する。 


